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背景及び趣旨 

わが国は国民皆保険制度のもと世界有数の平均寿命や高い保健医療水準を達成して

きた。しかし、急速な少子高齢化と国民の意識の変化などにより大きな環境変化に直

面しており、医療制度の構造改革が急務となっている。 

このような状況に対応するため、保険者は「高齢者の医療の確保に関する法律」に

基づいて、被保険者および被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査

（特定健康診査） およびその結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保

健指導（特定保健指導）を実施することとされた。 

生活習慣病が日本の死亡原因の約６割、国民医療費の約３分の１を占め、これには

不健康な生活習慣による生活習慣病の発症・重症化やメタボリックシンドロームが大

きく影響していることから、本計画では、その該当者および予備群の減少を目指すた

め、特定健康診査および特定保健指導の実施方法および目標に関する基本的事項につ

いて定める。 

なお、この特定健康診査等実施計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第１９条

により、６年ごとに６年を１期として定めるものである。 

 

 

東京紙商健康保険組合の現状 

当健康保険組合は、紙の卸、販売等を主たる事業とする事業所が加入する健康保険

組合である。平成２９年度１０月時点の事業所数は３６１で、その多くは東京都に所

在している。ただし、支店や営業所は全国に点在しており、東京近郊に在勤している

被保険者および被扶養者が約８割、それ以外が約２割となっている。 

第２期計画期間における特定健康診査の受診率は、僅かながら年々増加傾向にあり、

平成２８年度の実施率は被保険者８６．７％、被扶養者３８．２％、全体で７２．６％

であった。計画目標値の８１.４％を８.８ポイント下回った主な原因は、被扶養者の

健診利用が定着していないことが大きな要因と考えられ、第３期計画の目標値達成に

あたっては、この被扶養者の受診率をいかに向上させられるかが重要な鍵となる。 

次に特定保健指導の実施状況については、被保険者・被扶養者ともに目標値と実績

にかなりの乖離が見られ、平成２８年度の実施率は、計画目標値２６.０％に対して、

終了率７.９％と大きく下回った。その原因として、指導対象者に対して指導希望者が

圧倒的に少ないこと、また外部に委託した場合の実施費用が高額になること等が考え

られ、目標値達成にはこれらのハードルの克服が課題となる。 

特定保健指導対象者の内訳を見ると、男性被保険者が約９割を占め、その約７割が

浜町公園紙商健診クリニックでの健診受診者となっている。浜町公園紙商健診クリニ

ックで対象となった者全員に特定保健指導の利用券を配布しているものの、対象者自

身の危機意識が低いことや、指導日時が勤務時間中と重なるため仕事を優先する者が

多いことから、指導の利用が進まない状況となっている。今後は各対象者へのアプロ

ーチだけでなく、職場の健康管理の一環として事業所の協力を得て、1人でも多くの生

活習慣病リスク改善が図られるような体制を整えて行くことが重要となる。 
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第 1章 目標 

１ 特定健康診査 

平成３５年度における特定健康診査の実施率を８５．０％とする。 

 
 

２ 特定保健指導 

平成３５年度における特定保健指導の実施率を３０．０％とする。 

 

 

 

第２章 対象者数 

１ 特定健康診査 

 
 

－２－ 

（％） 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 
国の 

参酌基準 

 被保険者 88.0 88.6 89.8 91.4 92.8 94.6 － 

 被扶養者 42.0 44.0 46.0 49.0 54.0 60.0 － 

 被保険者 

  ＋ 

 被扶養者 

75.0 76.0 77.5 79.5 82.0 85.0 85.0 

目標実施率 

（％） 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 
国の 

参酌基準 

 被保険者 

  ＋ 

 被扶養者 

8.8 10.1 12.9 16.1 20.1 30.0 30.0 

目標実施率 

（人） 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

 対象者数  8,900 8,870 8,840 8,810 8,780 8,750 

 実施者数 7,836 7,858 7,940 8,050 8,151 8,278 

 実施率 88.0% 88.6% 89.8% 91.4% 92.8% 94.6% 

（人） 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

 対象者数 3,520 3,490 3,460 3,430 3,400 3,370 

 実施者数 1,479 1,536 1,592 1,680 1,836 2,022 

 実施率 42.0% 44.0% 46.0% 49.0% 54.0% 60.0% 

① 被保険者 

② 被扶養者 



 

２ 特定保健指導 

 

 

 

第３章 実施方法 

１ 実施場所 

特定健康診査は、保健事業として実施する半日人間ドック等の契約健診機関

にて行う。特定保健指導は、当組合事務所・対象者の勤務先事業所および契約

健診機関で行う。 

 

２ 実施項目 

    特定健康診査の法定実施項目（医師の判断によって追加実施される詳細な健

診項目を含む）を実施項目とする。 

 

３ 実施期間 

    通年実施とする。 

 

４ 外部委託 

特定健康診査については、保健事業として実施する半日人間ドック等の健診

に付随して、全国での受診が可能となる体制を整える。 

特定保健指導については、当組合の専門職が実施するほか、遠隔地等で実施

が困難な場合は外部の指導機関に委託して実施する。 

 

 

 

 

－３－ 

（人） 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

 動機づけ支援 対象者数 705 680 640 590 530 460 

         実施者数 80 80 100 110 130 180 

         実施率 11.3% 11.8% 15.6% 18.6% 24.5% 39.1% 

 積極的支援  対象者数 1,120 1,110 1,070 1,020  960 890 

         実施者数 80 100 120 150 170 225 

         実施率 7.1% 9.0% 11.2% 14.7% 17.7% 25.3% 

 合計     対象者数 1,825 1,790 1,710 1,610 1,490 1,350 

         実施者数 160 180 220 260 300 405 

         実施率 8.8% 10.1% 12.9% 16.1% 20.1% 30.0% 

被保険者＋被扶養者 



 

 

５ 受診方法 

特定健康診査については、当組合が直接契約する健診機関や集合契約の健診

機関を利用して実施する場合は、当組合に事前の予約連絡を行ったうえで受診 

する。利用可能な受診先が勤務地・移住地周辺にない場合は、その他の健診機

関での受診を認め、規約で定めるところによりその費用の一部を助成する。 

特定保健指導については、当組合および委託指導機関から対象者に通知を行

い、対象者から当組合および委託指導機関への申込みを行う。 

 

６ 周知・案内方法 

当組合のホームページに掲載して行う。 

 

７ 健診データの受領方法 

当組合が直接契約する健診機関および集合契約の健診機関の場合、電子デー

タを月単位で受領し、基幹システムにデータ取込を行い保管する。事業主が単

独実施した健診については、事業主から随時その電子データを受領し、基幹シ

ステムにデータ取込を行い保管する。紙媒体で受領した場合は、基幹システム

にデータの入力作業を行い、電子データとして保管する。 

特定保健指導については、当組合が直接契約する指導機関および集合契約の

指導機関から随時その電子データを受領し、基幹システムにデータ取込を行い

保管する。 

 

８ 特定保健指導対象者の選出の方法 

特定保健指導の対象者については、健診結果をもとに年齢や検査項目の数値

等を考慮し優先的に保健指導を行う者を決定する。 

 

 

第４章 個人情報の保護 

当組合は「東京紙商健康保険組合 個人情報保護管理規程」を遵守する。 

当組合および当組合が特定健康診査・特定保健指導を委託した機関は、業務

によって知りえた情報を外部に漏らしてはならない。 

当組合のデータ管理者は、常務理事とする。またデータの利用者は該当業務

に関わる職員に限る。 

外部委託する場合は、データ利用の範囲・利用者等を契約書に明記すること

とする。 

 

 

第５章 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

本計画の公表・周知は、ホームページへの掲載により行う。 
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第６章 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

本計画は年度毎に成果検証を行い、目標と大きく乖離した場合またはその他 

必要がある場合には見直すこととする。 

 

 

第７章 その他 

    特定健診・特定保健指導等の実践養成の研修には随時参加することとする。 
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